
東かがわ市建設工事総合評価方式実施方針

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促

進に関する施策を総合的に推進するための基本方針」に基づき、総合評価方式

実施方針について次のように定め、これに基づき、公共工事の品質確保の促進

に努めるものとする。

第１ 総合評価方式の対象工事

１）総合評価方式の対象工事

総合評価方式は、緊急性の高い工事、小規模な工事を除き、総合評価方

式によることが適切と認められる工事について実施するものとする。

平成２３年度以降については、一般競争入札及び指名競争入札によって

実施する工事から選定し、実施するものとする。

２）総合評価方式の適用区分

総合評価方式の実施にあたっては、当該工事の難易度（技術的な工夫の

余地）に応じて、次に掲げるいずれかの方式を選択する。

① 技術提案型

施工方法等に技術的な工夫の余地がある工事について、競争参加者に

施工上の工夫等の技術提案（環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、

工期の短縮等）を求める。また、企業の施工能力などの評価に加え、配

置予定の主任（監理）技術者および配置予定の現場代理人について、工

種ごとに定めた指定資格取得の有無と取得後経過年数、主任（監理）技

術者または現場代理人としての施工経験、及びＣＰＤの取得状況などを

評価する。

② 標準型

企業の施工能力（同種工事の施工実績、工事成績等）の評価に加え、

配置予定の現場代理人について、工種ごとに定めた指定資格取得の有無

と取得後経過年数、主任（監理）技術者又は現場代理人としての施工経

験や、国または都道府県が発注した工事の表彰実績などを評価する。

③ 簡易型

企業の施工能力（同業種工事の施工実績、工事成績等）を評価する。



第２ 技術提案の審査・評価

競争に参加する者から技術提案を求め、あらかじめ設定した工事特性、地域

特性等に応じた評価項目及び評価基準に基づき、技術提案の審査・評価を行う。

第３ 総合評価の方式

評価値の算定は、原則、除算方式で行う。

評価値＝技術評価点÷入札価格（単位：千万円）

＝（標準点＋加算点）÷入札価格（単位：千万円）

標準点：１００点

必要事項が記載された技術提案書を提出すれば１００点を与える。

加算点：加算点は総合評価の方式により異なる。加算点は技術提案や過去

における工事成績等の評価の結果により得られた得点から換算して算出

する。

第４ 加算点・技術評点の考え方（除算方式）

① 技術提案型

技術提案に対する加算点に加え、企業評価及び配置予定技術者（主任（監

理）技術者及び現場代理人）の資格や経験に基づき、評価項目及び評価基

準を設定する。加算点は、原則、最高３０点までの範囲で設定する。

② 標準型

企業評価に加え、配置予定の現場代理人の資格や経験に基づき、評価項

目及び評価基準を設定する。加算点は、原則、最高２０点までの範囲で設

定する。

③ 簡易型

企業評価（同業種工事の施工実績、工事成績等）に基づき、評価項目及

び評価基準を設定する。加算点は、原則、最高１０点までの範囲で設定す

る。

第５ 落札者の決定方法（除算方式）

「技術提案型」「標準型」「簡易型」ともに、落札者の決定は、以下の方法に

よる。

１）入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札し、下記により得られる

評価値の最も高い者を落札者とする。



２）評価値

① 入札価格が予定価格以下であること。

② ①の要件を満たす入札を行った者に対して、以下により算出される評

価値をもって総合評価する。

評価値＝技術評価点÷入札価格（単位：千万円）

＝（標準点＋加算点）÷入札価格（単位：千万円）

標準点：要求要件①を満足する技術提案について１００点の標準点

を与える。

加算点：技術提案等に対し評価項目及び評価基準に基づき評価され

た加算点を与える。

技術提案書の評価点から１０点、２０点又は３０点に換算

する加算点は、小数点以下１位（２位四捨五入）とする。

評価値の計算において入札価格の単位は千万円とし、求められる値（評

価値、基準評価値）は小数点以下４位（５位四捨五入）とする。

③ 基準評価値

評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下

のとおりとする。

基準評価値＝１００点（標準点）÷予定価格（単位：千万円）

④ 評価値の考え方

３）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、入札価格の低い者を落札

者とする。ただし、入札価格も同額である場合は、当該者にくじを引か

せて落札者を決定する。
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第６ 技術提案が履行できなかった場合の措置（除算方式）

落札者の決定に反映された技術提案の内容が履行できなかったと認められた

場合には、工事成績評定の減点及び違約金を徴収する。

① 工事成績評定の減点措置

工事成績評定の減点値＝［｛（Ａ－Ｂ）／Ａ｝×

｛該当項目の加算点（ア）／合計加算点（イ）｝］×２０ ※

Ａ：入札時の評価した技術提案の値

Ｂ：施工後の実施に対する値

（ア）：不履行により減点される加算店

（イ）：評価された履行確認の対象となる項目の合計加算点

※総合評価の換算値の度合いに応じた乗数とし、工事成績評

定の「法令遵守項目」の３ケ月以上の指名停止相当の減点

を適用

（工事成績評定の減点値は、小数点以下四捨五入した値とす

る。）

② 違約金の徴収

違約金＝Ｃ－Ｃ×｛（Ｄ＋Ｅ）／（Ｄ＋Ｆ）｝

Ｃ：当初請負代金額

Ｄ：標準点＝１００点

Ｅ：施工後の実施における合計加算点

Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点

違約金は１円未満切捨てとする

第７ 学識経験者の意見聴取

総合評価方式の実施にあたり、発注者の恣意的な判断を排除し、客観性を確

保するため、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験

を有する者２名以上の意見を聴くものとする。

なお、標準型において技術評価を行うときには、施行に際して学識経験者の

意見を聴くものとする。簡易型及び特別簡易型による落札者決定基準に基づき

落札者を決定しようとするときに、第４ 加算点・技術評点の考え方（除算方

式）の区分によらない施行で改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられ

た場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者

の意見を聴くものとする。

第８ 入札及び契約の過程に関する苦情処理

入札及び契約の過程に関し、公正な競争の促進、透明性の確保の観点から、

苦情申立てに対しては、入札・契約の過程について適切に説明するものとする。



第９ 評価結果等の公表

入札及び契約手続きの透明性・公正性を確保するため、総合評価方式の評価

項目及び評価基準、落札者の決定方法等については、あらかじめ入札公告等に

おいて明らかにする。

また、入札者の提示した技術提案等の評価及び落札結果等については、東か

がわ市公共工事等入札・契約情報の公表に関する要綱（平成１５年東かがわ市

告示第２２号）に基づき速やかに公表する。

１）手続き開始時期

入札公告等において、以下の事項を明記する。

①総合評価方式の適用の旨

②評価項目及び評価基準

③落札者の決定方法

④技術提案が履行できなかった場合の措置

２）落札決定後

落札者を決定した場合、契約後速やかに以下の事項を公表する。

①入札者の商号又は名称及び住所並びに入札者の入札金額並びに総合評

価値

３）落札者への技術提案審査結果の通知

落札者に対しては、落札者の技術提案書中の「技術提案」に対する審査結

果を、文章で通知するものとする。

第１０ 技術提案等資料の取り扱い

入札者から提出された技術提案等資料は、公表しないものとする。

第１１ 総合評価関係様式

総合評価実施に関する様式は総合工事様式１から様式９のとおりとする。

附 則

本実施方針は、平成２６年６月２日から施行する。

附 則

改正後の実施方針は、令和５年４月１日から施行する。


